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令和４年田村市教育委員会第 2回臨時会議事録 

 

１ 招集日時   令和４年７月１日（金）午後２時 

  

２ 招集場所   田村市役所 ４階 特別会議室 

 

３ 出席者             教育長  飯 村 新 市 

教育長職務代理者  栁 沼 かおり 

     委 員  佐 藤 由香理 

     委 員  船 田 隆 典 

   委 員  渡 邊 世 子 

                             

４ 説明のため出席を求められた者 

職氏名    教育部長                石 井 敏 夫 

       教育総務課長              志 田 健 久 

参事兼学校教育課長           菅 野   学 

生涯学習課長              橋 本 弘 明 

教育総務課課長補佐兼教育総務係長    助 川 勇 造 

教育総務課教育施設係長         根 本 一 広 

学校教育課管理主事兼課長補佐兼指導管理係長    小 松 信 哉（欠席） 

学校教育課教育振興係長         紺 野 健太郎（欠席） 

生涯学習課課長補佐兼生涯学習係長    遠 藤 和 夫 

生涯学習課スポーツ振興係長       松 崎 久 幸 

 

５ 会議の書記  教育総務課主査             坪 井 真里子 

 

６ 開閉会    開会 午後２時  閉会 午後３時１７分 

 

７ 会議に付した案件は次のとおりである。 

 

議案第３２号 田村市教育委員会教育長職務代理者の指名について 

 

議案第３３号 議席の指定について 

  

報告第４号  田村市指定文化財（史跡）の現状変更について 

 

  その他の案件 
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８ 会議の経過は次のとおりである。 

 

発 言 者 内                  容 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

書   記 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 部 長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

【開会 午後２時】 

 

令和４年田村市教育委員会第２回臨時会の開会を宣言。 

会期は、本日１日間とし、別紙議事日程によって進めたいが、異議が

あるか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認める。会期は本日１日間とし、別紙議事日程によって進

めることに決定した。 

 会議録署名委員の指名。教育長指名で船田隆典委員と佐藤由香理委員

を指名。書記には教育総務課 坪井主査を指名する。 

 

 令和４年第６回定例会会議録の概要を朗読。 

  

ただいま朗読があった会議録について、承認することに異議はあるか。 

 

異議なし。  

 

異議なしと認め、令和４年第６回定例会会議録は、承認することに決

定する。 

 

日程第３、議案上程に移り、議案審議に入る。 

 

議案第３２号 田村市教育委員会教育長職務代理者の指名について、

説明を求める。 

 

 議案第３２号について、説明。 

 

 議案第３２号について、補足説明。 

 教育長職務代理者の指名については法定化されているところであり、

地教行法第１３条第２項では「教育長に事故あるとき、または教育長が

欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員がその職務を行う。」

とされており、同様の規定が、教育委員会会議規則にもある。今般の委

員再任を受け、教育長から新たな教育長職務代理者の指名を行う、とい

うものである。 
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教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

佐 藤 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 部 長 

 

生涯学習課長 

 

ただ今の説明に、質問、意見はあるか。 

 

なし。 

 

それでは、教育長が指名することになっているので、私から職務代理

者を指名する。 

 「佐藤由香理委員」を指名する。 

 ただいま指名した佐藤委員より、受諾の挨拶をお願いする。 

 

 佐藤委員挨拶。 

 

 次に、議案第３３号 議席の指定について、説明を求める。 

  

 議案第３３号について、説明。 

 

 議案第３３号について、補足説明。 

 教育委員会における議席の指定については、教育長が１番、２番には

教育長職務代理者が就くことをルール化していることのほかに、３番か

ら５番までについても、これまで慣例により、在任期間の長い方から順

に、３番・４番・５番に就いていただいているところである。以上を踏

まえ、議席の指定をお願いする。 

 

 先ほど教育長職務代理者が決定したため、佐藤由香理委員は議席２番

となる。職名は教育長職務代理者となる。ただいまの説明により３番か

らの議席については、３番が船田隆典委員、４番が渡邊世子委員、５番

が栁沼かおり委員となるがよろしいか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認める。議案第３３号 議席の指定については、 

１番 教育長、２番 教育長職務代理者、 

３番 船田隆典委員、４番 渡邊世子委員、５番 栁沼かおり委員  

以上のとおり決定する。 

 

次に、報告第４号 田村市指定文化財（史跡）の現状変更について、

説明を求める。 

 

報告第４号について、説明。 

 

 報告第４号について、資料により補足説明。 
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教 育 長 

 

 

船 田 委 員 

 

生涯学習課長 

 

 

 

船 田 委 員 

 

 

生涯学習課長 

 

船 田 委 員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

船 田 委 員 

 

渡 邊 委 員 

 

船 田 委 員 

 

生涯学習課長 

 

 

 

佐 藤 委 員 

 

 

 

生涯学習課課長補佐 

 

 

渡 邊 委 員 

 

生涯学習課長 

 

ただいま説明があった、報告第４号 田村市指定文化財（史跡）の現

状変更について、質問、意見はあるか。 

 

遺跡の跡に建物を復元するということか。 

 

前に実際に竪穴式住居を復元したところであるが、それが自然消滅し

てしまった。今回改めて、観光の一資源とするためにもう一度竪穴式住

居を設置したいという話があり、再度調査したところである。 

 

県道拡張工事に伴う発掘調査が実施された部分から検出されたとある

が、結局、拡張工事をやっていて遺跡が見つかったということか。 

 

遺跡の跡が見つかった。 

 

遺跡の跡には竪穴式住居は建てていなかったのか。遺跡あとが見つか

っただけで、そこに新たに造ろうということか。 

 

そのとおり。新たにもう一度竪穴式住居を造ろうとして、調査をし

て、こちらで建ててもいいですよ、と許可をしたところである。 

 

場所はどの辺りにあるのか。グリーンパークの辺りか。 

 

都路の山口地区である。 

 

 施行者の氏名、住所の記載があるがどういう関係の方なのか。 

 

 復元実行委員会という組織を立ち上げ、都路町観光協会長と相談しな

がら、こういった関係の仕事をしている荒井夢子さんに代表になっても

らった。 

 

 以前いただいた、文化財の冊子を拝見したが、この写真にあるように

何棟か建っている状態の中にさらに幾つか追加して建てるということ

か。 

 

 今は何もない状況。町村合併前の都路村の時に建てた写真である。震

災以降、朽ちてしまって今は何も建っていない。 

 

 駐車場なども完備されているのか。 

 

周りには何もない。観光資源などもない。竪穴式住居を造ったとして
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船 田 委 員 

 

生涯学習課長 

 

 

船 田 委 員 

 

生涯学習課長 

 

 

 

栁 沼 委 員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

も利用や何かの計画が考えられているわけではないが、観光協会として

改めて復元したいという話で進めているものである。 

 

資料の復元図は誰が作ったものか。 

 

専門員のアドバイスを基に作成したものである。推測もあるが竪穴式

住居はだいたいこういう造りというのがある。 

 

復元には木材を使用するのか。不朽材というのはあるのか。 

 

詳細まではわからないが、基本的には材木を使用する。それが、木材

なのか不朽材なのかまでは把握していない。補助金を活用して着手する

ことになる。 

 

補助金を活用しての２０万円ということであるが、補助金を活用しな

ければ総額いくらくらいかかるのか。 

 

２０万円を下回ることはない。２０万円以上は間違いなくかかる。総

額でいくらかかるのかは聞いていない。 

 

そのほか、質問、意見はあるか。 

 

なし。 

 

報告第４号 田村市指定文化財（史跡）の現状変更については、原案

のとおり決定することに異議はあるか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認める。報告第４号 田村市指定文化財（史跡）の現状変

更について、原案のとおり決定する。 

 

日程第４ その他の案件について、委員の皆様からあればお願いす

る。 

 

 なし。 

 

教育部長からお願いする。 

 

１ 事業報告事項について 

   令和４年田村市議会６月定例会 
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船 田 委 員 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

船 田 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

船 田 委 員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

渡 邊 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

   別紙資料により代表質問及び一般質問内容について説明。 

 

 通学路の安全対策について、合同点検の結果、６５か所の危険個所が

ありそのうち２１か所が対策済みということだが、具体的な対策例を教

えていただきたい。 

 

 カーブミラーの設置、路側帯線の引き直し、減速マークの追加、停止

線の塗り直し等の対策を講じてきた。これは、道路管理者や警察、教育

委員会などそれぞれ役割分担があり、１か所につき複数にまたがる対策

を講じなければいけないところもある。そのそれぞれの機関の対策が全

て完了して、対策完了としている。未完了の個所については、まったく

の手つかずということではない。 

 

 バイパスが未だできないので、子供たちが通る２８８号線でも非常に

混み合うところがある。車もスピードを出してくるので、速度３０㎞ゾ

ーンなどにできないかと思っている。 

 

 警察、道路管理者など関係機関ごとにどんな対策がいいのか検討がさ

れている。改善すべきところについては、改善するようにしていく。 

 

 今、全国的に話題となっている部活動のことであるが、どういった部

活動のあり方がいいのか、検討していかないといけないのではないか。 

 

 文部科学省の指針ということで提言という形で出ているもの。田村市

の現状分析を行ったうえで望ましい姿を今後検討していくという段階で

ある。 

 

 部活動指導の地域移行については前にも同じような話があったが、立

ち消えとなった。でも今度はある程度報酬のことなども考えられている

ようだ。非常に難しい問題で、自分も指導者をやっていたことがあるが、

ボランティアであれば保護者からの苦情も少ない。ところが、有料とな

ればそこに契約も発生してくるから、保護者からの要望も多くなってく

る。難しい課題がたくさん出てくる。指導者に対してもしっかり報酬が

支払える体制にしておかないといけないと考えている。 

 

 これから具体的な説明会が開催されると思う。あくまでもまだ提言が

出た段階で、財務省が指導者の報酬をどのくらい出してくれるかどうか、

そういったことも全く白紙の状態である。提言が独り歩きしてしまって

いる。もう少し国の動きを注視していく。田村市としては、地域移行と

なった場合は、学校単位の部活動は消えて、例えば、「田村市として野球

活動ができるのはこことここの２か所ですよ、柔道はここに行けばでき
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船 田 委 員 

 

 

 

 

船 田 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

船 田 委 員 

 

学校教育課長 

 

教 育 長 

 

 

 

船 田 委 員 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

委 員 

ますよ。」といった、そういう地域スポーツ型の部活動の形にならざるを

得ないのかなと思う。その指導者もいないというのが地方では大きな課

題で、個人的な考えとしては、指導者の役割は教員が担うしかないのか

なと考えている。ただ、教員が担うと言っても、船引中学校の先生が船

引中学校の生徒だけを指導するのではなく、船引中学校も常葉中学校も

大越中学校の子供たちもみんな一緒に指導するというような形になるか

と思う。イメージとしてはそんなイメージを持っている。 

 

 柔道や剣道など危険を伴うような特殊なスポーツは専門的な指導が欲

しいと思う。どんなスポーツであっても取り返しのつかない危険が伴う

こともあるから指導するうえでは注意が必要とされる、という難しさも

ある。 

 

 もう一点、学校や幼稚園における不審者対応について質問したい。つ

い２、３日前に茨城県や山形県内の教育委員会に脅迫メールがあったよ

うだ。田村市への脅迫メールはなかったのか。 

 

 同様のメールは田村市にもあった。対応としては、生活環境課から警

察へ、教育委員会としては学校へ注意喚起をし、こども未来課とも情報

共有を図った。警察では、巡回警備を増やして実施するとのことで、実

害はなかった。 

 

 学校としての具体的な対応というのはなかったのか。 

 

 複数で下校するなどの対応を行った。 

 

 当日の朝については、先生方が見守りをしながら受け入れるというこ

とであった。全国的にばら撒いているメールではあったが、ある１校だ

けをターゲットにしているとも限らない。 

 

 警察の巡回を増やしてもらうことは有効であると思う。防災無線で知

らせることまでではないものか。 

 

 変に騒ぎ立てると子供たちの不安を煽ることにもなってしまうため、

今回は放送を見送った。田村市だけを狙ったものであるなら、情報を広

げないといけないが、全国的な愉快犯ともとれる内容のものであったた

め、先ほど申し上げた対応をとったところである。 

 

 そのほか、質問はないか。 

 

 なし。 
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教 育 長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

教育総務課課長補佐 

 

 

 続けて、説明願う。 

 

２ 各行事の報告について  

別紙資料により報告（１件） 

 

３ 令和４年７月の行事予定について 

   別紙資料により報告（１件） 

 

続いて、説明願う。 

 

４ その他 

（１）生涯学習課所管事業報告について説明。 

 〇小学生の芸術鑑賞教室：小学５・６年生対象 

  ６月２日（木） 田村市文化センター 

 

 〇田村市文化協会「文化祭作品展示会」：６団体 

  ６月４日（土）～５日（日） 田村市文化センター 

 

 〇田村市スポーツ少年団結団式・本部長杯開会式：１２団体 

  ６月１２日（日） 田村市総合体育館 

 

 〇田村市文化協会「芸能発表会」：３０団体 

  ６月２６日（日） 田村市文化センター 

 

（２）生涯学習課所管事業実施予定について説明。 

 ①令和４年度第３７回 B&Gスポーツ大会福島県大会 

  ７月末予定 塙町 B&G海洋センター 

 

 ②令和４年度田村市中学生芸術鑑賞教室 

７月７日（木） 田村市文化センター 

 

 ③第７５回福島県総合体育大会県民スポーツ大会地域大会田村地方

予選会 

   ７月１０日（日） 各会場（バドミントン：田村市総合体育館） 

 

 〇令和４年度田村市教育委員会計画に基づく学校訪問について、別紙

資料により説明。 

 

〇福島県市町村教育委員会連絡協議会主催の「令和４年度教育長・教

育委員研修会」について資料により説明。 
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教 育 長 

 

 

佐藤職務代理者 

 

教 育 長 

 

 

栁 沼 委 員 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

委 員 

 

 

教 育 長 

〇令和４年度福島県市町村教育委員会連絡協議会田村支会における役

員改選について資料により説明。 

総会は書面開催とする予定。今年度三春町から小野町へ事務局を引き

継ぐことに伴い、田村市と三春町より副会長及び監事を選任することに

なる。（会長：小野町職務代理者）これまで各職務代理者を副会長に選任

していたため、佐藤由香理委員を副会長として選任させていただきたい。

監事については、この場で委員より選任いただきたい。 

 

ただいまの説明のとおり、副会長に佐藤由香理職務代理者を選任して

よろしいか。 

  

 了承。 

 

 監事には前職務代理者であった栁沼かおり委員を選任してよろしい

か。 

 

 了承。 

 

以上の説明について、質問、意見はあるか。 

 

なし。 

 

 教育長からの報告 

 ・船引地区小学校統合について 

 ・中体連間中地区大会について 

 ・猪狩俊郎人材育成基金活用 松本紗夜さん帰国について 

 ・教職員の短期派遣研修について 

 ・７月の教育委員会関係行事予定について 

 

 全体を通して質問、意見はあるか。 

 

 なし。 

 

 

令和４年田村市教育委員会第２回臨時会の閉会を宣言。 

 

 

【閉会 午後３時１７分】 
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前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

令和４年７月１日 

 

教育長   

 

 

委 員   

  

 

委 員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


